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5 2014（平成26年）

　租税負担と社会保障負担の合計が国民所得に占める割合。財務
省によると、厚生年金等の保険料引上げや高齢化に伴い社会保障
負担率が増加すること、景気回復・消費税率引上げに伴い租税負
担率が増加することにより、平成26年度の国民負担率は41.6%で
過去最高となる見通しです。

国民負担率
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国　税／ 4月分源泉所得税の納付
 5月12日

国　税／ 3月決算法人の確定申告
（法人税・消費税等） 6月2日

国　税／ 9月決算法人の中間申告
 6月2日

国　税／ 6月、9月、12月決算法人の消
費税等の中間申告
（年3回の場合） 6月2日

国　税／ 個人事業者の消費税等の中
間申告（年3回の場合） 6月2日

国　税／ 確定申告税額の延納届出に
よる延納税額の納付
 6月2日

国　税／ 特別農業所得者の承認申請
 5月15日

地方税／ 自動車税・鉱区税の納付
 都道府県の条例で定める日

ぼたん
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労
災
保
険
に
お
い
て「
通
勤
」と
は
、

労
働
者
が
、
就
業
に
関
し
、
住
居
と

就
業
場
所
間
の
往
復
、
就
業
場
所
か

ら
他
の
就
業
場
所
へ
の
移
動
、
住
居

と
就
業
場
所
間
の
往
復
の
前
後
に
か

か
る
住
居
間
の
移
動
（
一
定
要
件
に

該
当
す
る
も
の
に
限
る
）
を
、
合
理

的
な
経
路
及
び
方
法
に
よ
り
行
う
こ

と
を
い
い
、
業
務
の
性
質
を
有
す
る

も
の
は
除
か
れ
ま
す
。

「
就
業
に
関
し
」
と
は

　「
就
業
に
関
し
」
と
は
、
業
務
に
就

く
た
め
、
ま
た
は
業
務
終
了
後
に
行

わ
れ
る
移
動（
往
復
）行
為
を
い
い
、

そ
の
行
為
が
業
務
と
密
接
な
関
連
を

も
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
出
勤
の
場
合
の
就
業
と
の
関
連
性

に
つ
い
て
は
、
所
定
の
就
業
日
に
所

定
の
就
業
開
始
時
刻
を
目
途
に
住
居

を
出
て
就
業
場
所
に
向
か
う
場
合
は
、

た
と
え
ば
寝
過
ご
し
に
よ
る
遅
刻
や

ラ
ッ
シ
ュ
を
避
け
る
た
め
の
早
出
な

ど
、
通
常
の
出
勤
時
刻
と
時
間
的
に

多
少
の
差
が
あ
っ
て
も
就
業
と
の
関

連
性
は
認
め
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
退

勤
の
場
合
も
、
終
業
後
た
だ
ち
に
住

居
へ
向
か
う
場
合
（
早
退
を
含
む
）

は
就
業
の
関
連
性
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

「
住
居
」
と
は

　「
住
居
」
と
は
、
労
働
者
が
居
住
し

て
日
常
生
活
を
し
て
い
る
家
屋
等
の

場
所
で
、
本
人
の
就
業
の
た
め
の
拠

点
と
な
る
と
こ
ろ
を
い
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
住
居
と
会
社
、
工
場
な

ど
が
非
常
に
離
れ
て
い
る
な
ど
就
業

の
必
要
性
が
あ
っ
て
、
家
族
の
住
む

場
所
と
は
別
に
就
業
の
場
所
の
近
く

に
単
身
で
ア
パ
ー
ト
を
借
り
た
り
、

下
宿
を
し
て
そ
こ
か
ら
通
勤
し
て
い

る
場
合
は
そ
こ
が
住
居
と
な
り
ま
す
。

こ
の
他
通
常
は
家
族
の
い
る
所
か
ら

の
出
勤
で
す
が
、
別
に
ア
パ
ー
ト
等

を
借
り
て
い
て
、
早
出
や
長
時
間
残

業
の
場
合
に
は
そ
の
ア
パ
ー
ト
に
泊

り
、
そ
こ
か
ら
通
勤
す
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
家
族
の
住
居
と
ア
パ
ー
ト

の
双
方
が
住
居
と
認
め
ら
れ
ま
す
。

「
就
業
の
場
所
」
と
は

　「
就
業
の
場
所
」
と
は
、
業
務
を
開

始
し
、
ま
た
は
終
了
す
る
場
所
の
こ

と
で
、
一
般
的
に
は
会
社
や
工
場
等

本
来
の
業
務
を
行
う
場
所
の
こ
と
を

い
い
ま
す
。

　
こ
の
他
物
品
を
得
意
先
に
届
け
て
、

そ
こ
か
ら
直
接
帰
宅
す
る
場
合
の
物

品
届
け
先
も
就
業
の
場
所
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

「
住
居
と
就
業
場
所
間
の
往
復
の
前

後
に
か
か
る
住
居
間
の
移
動
」
と
は

　
転
任
に
伴
い
、
転
任
の
直
前
の
住

居
と
就
業
場
所
間
を
日
々
往
復
す
る

こ
と
が
、
往
復
距
離
（
片
道
六
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
）
等
か
ら
困
難
と

な
っ
た
た
め
住
居
を
移
転
し
た
労
働

者
で
あ
っ
て
、
下
記
の
い
ず
れ
か
に

よ
る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、

転
任
直
前
の
住
居
に
居
住
し
て
い
る

一
定
の
親
族
と
別
居
す
る
こ
と
と
な

っ
た
も
の
で
、
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん

①
　
配
偶
者
の
場
合

　
　
配
偶
者
が
要
介
護
状
態
ま
た
は

配
偶
者
の
父
母
、
同
居
の
親
族
を

介
護
す
る
場
合
や
配
偶
者
が
引
き

続
き
就
業
す
る
場
合
な
ど

②
　
子
（
配
偶
者
が
な
い
も
の
に
限

る
）

　
　
子
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
以
後

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
子
に
限
る
）
が
要
介
護

状
態
に
あ
り
、
引
き
続
き
そ
の
地

域
で
介
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
や
在
学
中
ま
た
は
職
業

訓
練
を
受
け
て
い
る
場
合
な
ど

③
　
労
働
者
が
介
護
し
て
い
た
要
介

護
状
態
に
あ
る
父
母
ま
た
は
親
族

と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

（
配
偶
者
及
び
子
が
な
い
も
の
に

限
る
）

「
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
」
と
は

　
住
居
と
就
業
場
所
間
を
往
復
す
る

場
合
に
、
通
常
労
働
者
が
用
い
る
も

の
と
認
め
ら
れ
る
経
路
及
び
手
段
等

を
い
い
ま
す
。

①
　
合
理
的
な
経
路

　
　
合
理
的
な
経
路
に
つ
い
て
は
、

通
勤
の
た
め
に
通
常
利
用
す
る
経

労
災
保
険
に
お
け
る
通
勤
と
は
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路
を
い
い
、
こ
れ
に
代
わ
る
経
路

が
複
数
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
ら

の
経
路
は
い
ず
れ
も
合
理
的
な
経

路
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
ま
た
、
当
日
の
交
通
事
情
等
に

よ
り
迂
回
す
る
経
路
、
マ
イ
カ
ー

通
勤
者
が
貸
切
の
車
庫
を
経
由
し

て
通
る
経
路
な
ど
通
勤
の
た
め
に

や
む
を
得
ず
と
る
経
路
も
合
理
的

な
経
路
と
な
り
ま
す
。

②
　
合
理
的
な
方
法

　
　
合
理
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
、

鉄
道
、
バ
ス
等
の
公
共
交
通
機
関

を
利
用
す
る
場
合
、
自
動
車
、
自

転
車
等
を
本
来
の
用
法
に
従
っ
て

使
用
す
る
場
合
、徒
歩
の
場
合
等
、

通
常
用
い
ら
れ
る
交
通
方
法
は
、

労
働
者
が
平
常
用
い
て
い
る
か
ど

う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
合

理
的
な
方
法
と
な
り
ま
す
。

「
業
務
の
性
質
を
有
す
る
も
の
」
と
は

　
前
記
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
し
た

往
復
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
往
復

行
為
が
業
務
の
性
質
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
業
務
災
害
と
し

て
労
災
保
険
の
保
護
を
受
け
ら
れ
ま

す
の
で
、
通
勤
に
は
該
当
し
な
い
取

扱
い
と
な
り
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
事
業
主
の
提
供
す

る
専
用
交
通
機
関
を
利
用
す
る
出
退

勤
や
緊
急
用
務
の
た
め
休
日
ま
た
は

休
暇
中
に
呼
出
し
を
受
け
て
緊
急
出

勤
す
る
場
合
な
ど
が
該
当
し
、
こ
れ

ら
の
行
為
に
よ
る
災
害
は
業
務
災
害

と
な
り
ま
す
。

具
体
例

①
　
会
社
と
自
宅
間
の
所
要
時
間
は

約
三
十
分
、
通
常
利
用
す
る
電
車

も
二
十
分
間
隔
で
運
行
さ
れ
て
お

り
、
通
常
の
夕
食
は
自
宅
で
と
っ

て
い
る
妻
帯
者
で
あ
る
社
員
が
、

そ
の
日
に
限
っ
て
大
掃
除
を
し
た

た
め
空
腹
を
覚
え
、
会
社
か
ら
二

〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
飲
食
店
で
三
十
分
ほ
ど

食
事
を
し
て
会
社
に
戻
っ
た
あ
と
、

通
常
の
通
勤
経
路
を
徒
歩
で
駅
に

向
か
う
途
中
で
被
災
し
た
場
合

　
　
通
勤
の
途
中
に
お
い
て
、
逸
脱
・

中
断
（
逸
脱
と
は
、
通
勤
途
中
で

就
業
や
通
勤
と
は
関
係
の
な
い
目

的
で
合
理
的
な
経
路
を
そ
れ
る
こ

と
を
、
中
断
と
は
、
通
勤
の
経
路

上
で
通
勤
と
は
関
係
の
な
い
行
為

を
行
う
こ
と
を
い
い
ま
す
）
を
す

る
場
合
は
、
そ
の
後
は
通
勤
と
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、「
通
勤

途
中
で
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為

を
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
最

小
限
度
の
範
囲
で
行
う
た
め
に
逸

脱
・
中
断
を
行
う
場
合
」
は
、
そ

の
逸
脱
・
中
断
の
間
を
除
き
、
合

理
的
な
経
路
に
戻
っ
た
後
は
通
勤

と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
社
員
が
独
身
で

あ
れ
ば
、
飲
食
店
に
立
ち
寄
る
行

為
は
日
常
生
活
上
必
要
な
行
為
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
通
勤
災
害
に
該

当
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
妻

帯
者
で
、
通
常
は
自
宅
で
夕
食
を

と
っ
て
い
る
場
合
は
、
再
び
通
常

の
通
勤
経
路
に
戻
っ
た
場
合
で
も
、

会
社
と
自
宅
間
の
所
要
時
間
は
片

道
三
十
分
程
度
で
あ
り
、
た
と
え

空
腹
で
あ
っ
た
と
し
て
も
帰
宅
途

中
に
食
事
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
合
理
的
な
理
由
が
な
い
と
い

う
理
由
で
通
勤
災
害
と
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
な
お
、
食
事
後
会
社
に
戻
り
仕

事
を
し
て
帰
宅
す
る
場
合
は
通
勤

災
害
と
な
り
ま
す
。

②
　
自
転
車
通
勤
し
て
い
る
社
員
は
、

自
宅
が
近
い
た
め
毎
日
昼
食
を
自

宅
で
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
社
員

が
、
昼
休
み
に
自
宅
か
ら
戻
る
途

中
に
転
倒
し
て
ケ
ガ
を
し
た
場
合

　
　
こ
の
場
合
は
、
午
前
中
の
業
務

を
終
了
し
て
帰
り
、
午
後
の
業
務

に
就
く
た
め
に
出
勤
す
る
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
往
復

行
為
は
就
業
と
の
関
連
性
が
認
め

ら
れ
通
勤
災
害
に
該
当
し
ま
す
。

③
　
数
年
前
か
ら
東
京
本
社
か
ら
名

古
屋
支
社
に
赴
任
し
て
い
る
社
員

が
、
姑
が
要
介
護
状
態
に
あ
る
た

め
家
族
と
別
居
し
、
毎
月
帰
省
し

て
家
族
の
住
む
自
宅
で
過
ご
し
て

い
ま
す
。
こ
の
社
員
が
休
暇
に
入

っ
た
日
に
帰
省
す
る
途
中
で
被
災

し
た
場
合

　
　
事
故
は
赴
任
前
の
通
勤
経
路
の

途
中
で
起
き
、
逸
脱
・
中
断
が
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、

単
身
赴
任
者
が
帰
省
途
中
に
被
災

し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
居
間

の
移
動
が
就
業
に
関
し
て
い
る
こ

と
、
合
理
的
な
経
路
及
び
方
法
に

よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
赴
任

先
住
居
と
帰
省
先
住
居
間
の
距
離

が
片
道
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
満
た
し
、

さ
ら
に
、
帰
省
先
住
居
へ
の
移
動

に
反
復
・
継
続
性
（
お
お
む
ね
月

一
回
以
上
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

か
ら
通
勤
災
害
に
該
当
す
る
と
認

め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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　仕事中または通勤途中で死亡したときに
は、労災保険から遺族（補償）給付が支給
されます。
　その要件の一つに生計維持関係がありま
すが、この判断は「労働者の死亡当時、そ
の収入によって日常の消費生活の全部また
は一部を営んでおり、死亡労働者の収入が
なければ通常の生活水準を維持することが
困難となるような関係が常態であったか否
か」により行われます。
　具体的には、次のいずれかに該当する場
合は、生計維持関係があったものまたは生
計維持関係が常態であったものと認められ
ています。
①　労働者死亡当時の遺族の生活水準が、
年齢、職業等が似ている労働者を著しく
上回らないとき。

　　なお、共働きの遺族と同居していた場

合であっても、お互いに生計維持関係が
ないことが明らかに認められる場合を除
き、生計維持関係を認めてもよいことと
されています。
　　この判断は、遺族の消費生活に対する
死亡労働者の支出等の状況等が材料とな
ります。
②　生計維持関係ができてすぐに労働者が
死亡した場合であっても、労働者が生存
していたなら、特別の事情がない限り、
生計維持関係が存続していただろうと推
定できるとき。
③　仕事以外のケガや病気により遺族との
生計維持関係がない状態でも、それが一
時的な事情によるものであることが明ら
かであるとき。
④　就職後極めて短期間で死亡したため遺
族が生計維持関係ができるまでにいたら
なかった場合も、労働者が生存していた
なら生計維持関係がまもなく常態になっ
たであろうことが賃金支払事情等から明
らかに認められるとき。

　老齢年金等の受給権者が死亡すると、遺
族給付の他に、その死亡した人に支給すべ
き年金でまだ支給していないものが「未支
給の年金」として支給されます。
　年金給付は、支給すべき理由が生じた月
の翌月から死亡したときなど権利が消滅し
た月まで、毎年偶数月に、それぞれ前２カ
月分がまとめて支給されますので、必ず未
支給の年金が発生します。
　これを受けられる遺族は、２親等以内の
親族（配偶者（内縁関係にある人を含む）、
子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹（年
齢要件はない））であって、受給権者の死
亡当時その人と生計を同じくしていた人の
うち最先順位者（同順位者が複数いる場合
は、その全員）とされていました。
　この請求者の範囲が平成26年４月１日
以降、前記の後順位者として「これら以外
の３親等内の親族」（甥、姪、子の配偶者、
伯叔父、伯叔母等）にまで拡大されました。

　
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成

金
は
、
高
年
齢
者（
六
十
歳
以
上
六

十
五
歳
未
満
）、
母
子
家
庭
の
母
、

障
害
者
等
就
職
困
難
者
を
ハ
ロ
ー
ワ

ー
ク
等
の
紹
介
に
よ
り
、
継
続
雇
用

す
る
雇
用
保
険
の
一
般
被
保
険
者
と

し
て
雇
い
入
れ
、
本
助
成
金
受
給
終

了
後
も
引
き
続
き
相
当
期
間
雇
用
す

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
事
業
主
に
助
成
さ
れ
ま
す
。

　
相
当
期
間
と
は
、
無
期
雇
用
ま
た

は
契
約
更
新
回
数
に
制
限
が
な
く
希

望
者
全
員
が
契
約
更
新
で
き
る
場
合

等
無
期
雇
用
と
同
じ
と
判
断
さ
れ
る

有
期
雇
用
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
本
助
成
金
に
、
新
た
な
雇
入
れ
の

対
象
と
し
て
、
平
成
二
十
五
年
三
月

に
追
加
さ
れ
た「
父
子
家
庭
の
父
」

の
場
合
の
支
給
額
は
、
①
次
の
②
以

外
は
九
〇
万
円（
大
企
業
は
五
〇
万

円
）、
②
短
時
間
労
働
者
は
六
〇
万

円（
同
三
〇
万
円
）で
す
。

生計維持関係の認定基準
　−労災保険の場合−

年金受給権者が死亡したとき
特
定
就
職
困
難
者
雇
用
開
発
助
成
金


